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女性活躍推進法第 20 条に基づく公共調達に関する取組状況の 

フォローアップ結果について（平成 29 年度） 

 

平成 30 年 12 月 27 日 

内閣府男女共同参画局 

令和元年 6月 18 日一部修正 

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号。以下

「女性活躍推進法」という。）第 20 条に基づく「女性の活躍推進に向けた公共調達及

び補助金の活用に関する取組指針」（平成 28 年３月 22 日すべての女性が輝く社会づ

くり本部決定。以下「取組指針」という。）により、各府省は、原則として、平成 28

年度中に、価格以外の要素を評価する調達（※１）（以下「取組対象調達」という。）に

おいて、ワーク・ライフ・バランス等推進企業（※２）を評価する項目を設定するものと

された。 

○ また、独立行政法人等の調達については、「女性活躍加速のための重点方針 2016」

により、取組指針を踏まえ、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する取組等

を平成 29 年度から、原則全面実施するものとされた。 

○ 取組指針により「毎年度、内閣府において、各府省による取組状況を取りまとめ、

公表する」と、また、「女性活躍加速のための重点方針 2018」により「国及び独立行

政法人等の調達においてワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する取組につい

て、フォローアップを行いながら着実に実施する」とされており、今回は平成 29 年

度における国（※3）及び独立行政法人等（※4）の取組状況を取りまとめ、公表するもので

ある。 

○ なお、地方公共団体の調達については、女性活躍推進法第 20 条第２項により、国

に準じて必要な施策を実施するよう努めるものとされているところであり、今回の国

及び独立行政法人等の取組状況の公表に併せて、平成 30 年７月１日時点での都道府

県及び政令指定都市における国に準じた施策（※5）の実施状況についても公表を行うも

のである。 

 

  

公表資料 
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１．国及び独立行政法人等  

（１）対象期間 平成 29 年度（平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間） 

（２）平成 29 年度における取組状況（フォローアップ結果） 

 

 取組対象調達の規模 

  

うち 

取組実施済調達の規模 

うち 

取組未実施調達の規模 

金額 

国 
約３兆 7,600 億円 

(100%） 
約 9,400 億円 
（25.1%） 

約２兆 8,200 億円 
(74.9%) 

独立行政
法人等 

約１兆 1,400 億円 
(100%） 

約 3,900 億円 
（34.3%） 

約 7,500 億円 
(65.7%) 

件数 

国 
約 35,000 件 

(100%） 
約 8,800 件 
（25.3%） 

約 26,200 件 
(74.7%) 

独立行政
法人等 

約 9,900 件 
(100%） 

約 4,800 件 
（48.3%） 

約 5,100 件 
(51.7%) 

（参考）平成 28 年度の国の取組状況（※6） 

 取組対象調達の規模   ：金額 約 4兆 2,900 億円（100％） 件数 約 43,700 件（100％） 

 うち取組実施済調達の規模：金額   約 6,200 億円（14.5％）  件数  約 8,500 件（19.5％） 

 

（※１）次のいずれかの方式による調達(「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の

活用に関する実施要領」（平成 28 年３月 22 日内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

決定。以下「実施要領」という。）第 1 1(1)) 

・総合評価落札方式……一般競争入札のうち、価格以外の要素と価格とを総合的に評価

し、国にとって最も有利な入札をした者を落札者とする方式 

・企画競争方式   ……随意契約のうち、複数の者に企画書等の提出を求め、その内

容について審査を行う方式 

ただし、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した

契約の推進に関する基本方針（平成 19 年 12 月７日閣議決定）にのっとり行われる

自動車の購入・賃貸借に係る調達を除く。 

（※２）次のいずれかに該当する企業(実施要領第 1 1(2)) 

・ 女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）又は青

少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）に基づく認定を受けた

企業 

・ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないもの)

を策定した中小企業（常時雇用する労働者が 300 人以下の企業） 

（※３）衆議院（国立国会図書館及び裁判官訴追委員会を含む。）、参議院（裁判官弾劾裁判

所を含む。）、最高裁判所、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取
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引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務

省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省、環境省及び原子力規制委員会、防衛省、会計検査院（全 26 機関） 

（※４）女性活躍推進法施行令第２条で定める独立行政法人等（全 182 機関） 

女性活躍推進法施行令第２条  

法第二十条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げ

る法人とする。 

    一 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立

行政法人 

    二 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大

学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人 

    三 日本司法支援センター 

    四 日本私立学校振興・共済事業団 

    五 日本年金機構及び日本中央競馬会 

（※５）「国に準じた施策」とは、国と同様に、総合評価落札方式及び企画競争方式におい

て、女性活躍推進法に基づくえるぼし認定やその他の認定（少なくともえるぼし認定）

を加点評価する取組を指す。 

（※６）平成 28 年度の「取組対象調達の規模」及び「取組実施済調達の規模」には、（※１）

で示した調達のほか、「公募」及び「不落・不調随契」が含まれている。 

 

２．都道府県及び政令指定都市  

（１）国に準じた施策の実施状況（平成 30 年７月１日現在） 

 ①実施済：11 団体 

・都道府県：秋田県、東京都 香川県（３団体） 

・政令指定都市：横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、堺市、神戸市、 

広島市、北九州市（８市） 

 

 ②検討中及び今後検討予定：11 団体 

・都道府県：岩手県、栃木県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、鳥取県、 

福岡県、宮崎県（９団体） 

・政令指定都市：相模原市、熊本市（２市） 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）（抜粋） 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄  

振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるも

のをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事

業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業

主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとする。 

 

 

「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」 

（平成 28 年３月 22 日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）（抜粋） 

 

第２ 公共調達 

１．ワーク・ライフ・バランスに係る調達時における評価 

(1)取組内容 

価格以外の要素を評価する調達を行うときは、契約の内容に応じて、ワーク・ライフ・

バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準ずる企業

（以下「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」という。）を評価する項目を設定するも

のとする。 (以下略) 

(2) 実施時期 

原則として、平成 28 年度中に、価格以外の要素を評価する調達において、ワーク・ラ

イフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定するものとする。 

ただし、各府省において、競争参加資格を有する企業の状況等により、平成 28 年度中

に上記取組の全面的な実施が困難な事情がある場合は、当該府省は、スケジュールを公表

した上で、段階的に取組を行うものとする。 (以下略) 

 

第４ その他 

１．各府省による取組状況の公表・検証 

毎年度、内閣府において、各府省による取組状況を取りまとめ、公表するとともに、第

２に掲げる取組について手法等を含め検討した上で、検証を進める。 

 

 

 

 

 

参考 
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「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」 

（平成 28 年３月 22 日内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定）（抜粋） 

 

第１ 公共調達 

１．ワーク・ライフ・バランスに係る調達時における評価 

(1)取組の対象範囲 

    取組指針第２の１の(1)に定める「価格以外の要素を評価する調達」は、総合評価落

札方式又は企画競争（以下「総合評価落札方式等」という。）による調達とし、これら

を対象として取組を行うものとする（ただし、国及び独立行政法人等における温室効果

ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針（平成 19 年 12 月７日閣

議決定）にのっとり行われる自動車の購入及び賃貸借に係る調達など、法令又は閣議決

定において価格以外の評価要素が個別具体的に規定されているもののように、個別の

調達において、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価することにより、品質

の低下、事業の執行への支障等が生じるものを除く。）。 

 

(2)評価対象企業 

次のいずれかに該当する企業（以下「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」とい 

う。）を対象とするものとする。 

①ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支

援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。）、青少年の雇

用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促進法」とい

う。）その他関係法令に基づく認定（認定の基準が複数あるものにあっては、労働

時間等の働き方その他のワーク・ライフ・バランスに関する基準を満たすものに限

る。以下同じ。）を受けた企業 

②女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していない

ものに限る。）を策定した企業（常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限

る。） 

 

「女性活躍加速のための重点方針 2016」 

（平成 28 年 5 月 20 日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）（抜粋） 

 

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 

１．多様な働き方の推進、男性の暮らし方・意識の変革 

(4)公共調達等を活用したワーク・ライフ・バランス等推進の加速 

② 独立行政法人等の調達においても、取組指針を踏まえ、ワーク・ライフ・バラン

ス等推進企業を評価する取組等を平成 28 年度中に開始し、平成 29 年度から原則

全面実施する。また、地方公共団体の調達においても、国の取組に準じ、地域の実

情に応じた取組が進められるよう働きかけを行うとともに、先進的な取組事例の

周知等により、啓発等を進める。 


